
令和６年度三川町創業支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本町における新たな創業を促進し、産業振興を図ることを目的として、

創業する個人に対し、三川町補助金等の適正化に関する規則（昭和３８年規則第４号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「創業」とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を開始するこ

と又は事業を営んでいない個人が新たに法人等を設立し事業を開始することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間

に三川町において創業する者で、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 （１） 創業することが確実であり、３年以上継続して事業を行う見込みがある者 

（２） フランチャイズ事業により開業する者でない者 

（３） 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けている又は受ける見込

みがある者 

（４） 出羽商工会会員又は出羽商工会へ加入申込書を提出し受理された者 

（５） 市町村民税の滞納がない者 

（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）  

に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業でない者 

（７） 政治活動及び宗教活動を行う者でない者 

（８） 暴力団又は暴力団員、及び暴力団員が役員である者、暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有している者でない者 

（９） その他町長が適当でないと認める者でない者 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、

別表１に定めるものとする。 

２ 算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 国、県及び町等から交付を受ける他の補助金等と重複する経費は、補助対象経費としない。 

４ この補助金は、同一補助事業者に対して１回に限り交付するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、令和７年３月３１日までに令和６年度三川町創

業支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提

出しなければならない。 

（１） 事業実施計画書（様式第２号） 

（２） 事業の内容及び経費が分かる書類（カタログや設計図、見積書等） 

（３） 市町村民税の直近の納税証明書 

（４） 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づく住民票の写し 

（５） その他町長が必要と認める書類 

 （実績報告） 

第６条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、令和６年度三川町創業支援事業費補助金

実績報告書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して

２０日を経過する日又は令和７年４月１０日のいずれか早い日までに、町長に報告しなけれ



ばならない。 

 （１） 事業実績書（様式第２号） 

 （２） 補助対象経費の支払いを証する書類（請求書、領収書等） 

 （３） 補助対象事業の実施完了が分かるもの（状況写真、広告チラシ等） 

 （４） 登記事項証明書の写し（法人の場合に限る。） 

 （５） 税務署へ提出した個人事業の開業等届出書の写し（個人事業の場合に限る。） 

 （６） 営業許可証の写し（許認可を必要とする業種に限る。） 

 （７） その他町長が必要と認める書類 

 （補助金の交付） 

第７条 町長は、補助金の交付請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に交付決

定者に対し、補助金を交付するものとする。 

 （補助金の返還） 

第８条 町長は、申請者が虚偽の申告により補助金の交付を受けたときは、交付した補助金を

返還させることができる。 

（書類の保管） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、交付に係る証拠書類を、交付年度の翌年度から起算して

５年間保管しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


